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参考資料➂ 

 大気汚染防止法（昭和四十三年法律第九十七号） 大気汚染防止法施行令（昭和四十三年政令第三百二十九号） 大気汚染防止法施行規則（昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号） 

目的 第一条 この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建築物

等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規

制し、水銀に関する水俣条約（以下「条約」という。）の的確かつ円滑

な実施を確保するため工場及び事業場における事業活動に伴う水銀等

の排出を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動

車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、

国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに大気の汚染

に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償

の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的と

する。 

  

定義等 第二条 この法律において「ばい煙」とは、次の各号に掲げる物質をい

う。 

一 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物 

二 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生す

るばいじん 

三 物の燃焼、合成、分解その他の処理（機械的処理を除く。）に伴い

発生する物質のうち、カドミウム、塩素、弗ふつ化水素、鉛その他の人

の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質（第一号に

掲げるものを除く。）で政令で定めるもの 

 

 

 

 

 

２ この法律において「ばい煙発生施設」とは、工場又は事業場に設置

される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設か

ら排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるも

のをいう。 

３ この法律において「ばい煙処理施設」とは、ばい煙発生施設におい

て発生するばい煙を処理するための施設及びこれに附属する施設をい

う。 

～略～ 

１５ この法律において「排出口」とは、ばい煙発生施設において発生

するばい煙、揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物又は

水銀排出施設に係る水銀等を大気中に排出するために設けられた煙突

その他の施設の開口部をいう。 

１６ この法律において「有害大気汚染物質」とは、継続的に摂取され

る場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因と

なるもの（ばい煙（第一項第一号及び第三号に掲げるものに限る。）、特

定粉じん及び水銀等を除く。）をいう。 

～略～ 

 

 

 

 

 

（有害物質） 

第一条 大気汚染防止法（以下「法」という。）第二条第一項第三号の

政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 

一 カドミウム及びその化合物 

二 塩素及び塩化水素 

三 弗ふつ素、弗ふつ化水素及び弗ふつ化珪けい素 

四 鉛及びその化合物 

五 窒素酸化物 

 

（ばい煙発生施設） 

第二条 法第二条第二項の政令で定める施設は、別表第一の中欄に掲

げる施設であつて、その規模がそれぞれ同表の下欄に該当するものと

する。 

 

排出基準 第三条 ばい煙に係る排出基準は、ばい煙発生施設において発生する

ばい煙について、環境省令で定める。 

２ 前項の排出基準は、前条第一項第一号のいおう酸化物（以下単に

「いおう酸化物」という。）にあつては第一号、同項第二号のばいじん

 

 

 

 

（いおう酸化物の排出基準） 

第三条 法第三条第一項の規定によるいおう酸化物の排出基準は、次

の式により算出したいおう酸化物の量とする。 

q＝K×１０－３He２ 
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 大気汚染防止法（昭和四十三年法律第九十七号） 大気汚染防止法施行令（昭和四十三年政令第三百二十九号） 大気汚染防止法施行規則（昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号） 

（以下単に「ばいじん」という。）にあつては第二号、同項第三号に規

定する物質（以下「有害物質」という。）にあつては第三号又は第四号

に掲げる許容限度とする。 

一 いおう酸化物に係るばい煙発生施設において発生し、排出口から

大気中に排出されるいおう酸化物の量について、政令で定める地域の

区分ごとに排出口の高さ（環境省令で定める方法により補正を加えた

ものをいう。以下同じ。）に応じて定める許容限度 

二 ばいじんに係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気

中に排出される排出物に含まれるばいじんの量について、施設の種類

及び規模ごとに定める許容限度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 有害物質（次号の特定有害物質を除く。）に係るばい煙発生施設に

おいて発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれる有害

物質の量について、有害物質の種類及び施設の種類ごとに定める許容

 

 

 

（硫黄酸化物の排出基準に係る地域の区分） 

第五条 法第三条第二項第一号の政令で定める地域の区分は、別表第

三に掲げるとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（大気汚染の限度） 

第六条 法第三条第三項の政令で定める限度は、硫黄酸化物について

は第一号、ばいじんについては第二号に掲げるとおりとする。 

（この式において、q、K及び Heは、それぞれ次の値を表わすものと

する。 

q いおう酸化物の量（単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した

立方メートル毎時） 

K 法第三条第二項第一号の政令で定める地域ごとに別表第一の下欄

に掲げる値 

He 次項に規定する方法により補正された排出口の高さ（単位 メー

トル）） 

２ 法第三条第二項第一号に規定する排出口の高さの補正は、次の算

式によるものとする。 

He＝Ho＋０.６５（Hm＋Ht） 

Hm＝０.７９５√（Q・V）／（１＋（２.５８／V）） 

Ht＝２.０１×１０－３・Q・（T－２８８）・（２.３０logJ＋（１／J）

－１） 

J＝（１／√（Q・V））（１４６０－２９６×（V／（T－２８８）））＋

１ 

（これらの式においては、He、Ho、Q、V及び Tは、それぞれ次の値

を表わすものとする。 

He 補正された排出口の高さ（単位 メートル） 

Ho 排出口の実高さ（単位 メートル） 

Q 温度十五度における排出ガス量（単位 立方メートル毎秒） 

V 排出ガスの排出速度（単位 メートル毎秒） 

T 排出ガスの温度（単位 絶対温度）） 

 

（ばいじんの排出基準） 

第四条 法第三条第一項の規定によるばいじんの排出基準は、温度が

零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メート

ルにつき、別表第二の第二欄に掲げる施設の種類及び同表の第三欄に

掲げる規模ごとに同表の第四欄に掲げるばいじんの量とする。 

 

（有害物質の排出基準） 

第五条 法第三条第一項の規定による有害物質（特定有害物質を除

く。）の排出基準は、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算

した排出ガス一立方メートルにつき、次の各号に掲げる有害物質の種

類ごとにそれぞれ当該各号に掲げるとおりとする。 

一 令第一条第一号から第四号までに掲げる有害物質 別表第三の第

二欄に掲げる有害物質の種類及び同表の第三欄に掲げる施設の種類ご

とに同表の第四欄に掲げる有害物質の量 

二 窒素酸化物 別表第三の二の第二欄に掲げる施設（熱源として電

気を使用するものを除く。）の種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごと

に同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量 
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 大気汚染防止法（昭和四十三年法律第九十七号） 大気汚染防止法施行令（昭和四十三年政令第三百二十九号） 大気汚染防止法施行規則（昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号） 

限度 

四 燃料その他の物の燃焼に伴い発生する有害物質で環境大臣が定め

るもの（以下「特定有害物質」という。）に係るばい煙発生施設におい

て発生し、排出口から大気中に排出される特定有害物質の量について、

特定有害物質の種類ごとに排出口の高さに応じて定める許容限度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 環境大臣は、施設集合地域（いおう酸化物、ばいじん又は特定有害

物質に係るばい煙発生施設が集合して設置されている地域をいう。）の

全部又は一部の区域における当該ばい煙発生施設において発生し、大

気中に排出されるこれらの物質により政令で定める限度をこえる大気

の汚染が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、環境省令で、

当該全部又は一部の区域を限り、その区域に新たに設置される当該ば

い煙発生施設について、第一項の排出基準（次条第一項の規定により

排出基準が定められた場合にあつては、その排出基準）にかえて適用

すべき特別の排出基準を定めることができる。 

４ 第二項（同項第三号を除く。）の規定は、前項の排出基準について

準用する。 

５ 環境大臣は、第一項の規定によりいおう酸化物に係る排出基準を

定め、又は第三項の規定により排出基準を定めようとするときは、関

係都道府県知事の意見をきかなければならない。これを変更し、又は

廃止しようとするときも、同様とする。 

 

一 大気中における含有率の一時間値（以下この条において単に「一

時間値」という。）の一日平均値百万分の〇・〇四。ただし、一時間値

の一日平均値百万分の〇・〇四以上である日数が年間七日を超えない

場合を除く。 

二 大気中における量の年間平均値一立方メートルにつき〇・一五ミ

リグラム 

２ 一時間値、一時間値の一日平均値その他の前項に規定する数値の

算定に関し必要な事項は、環境省令で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（算定の方法） 

第六条 令第六条第二項の環境省令で定める数値の算定は、いおう酸

化物については第一号から第三号まで、ばいじんについては第四号に

掲げるところによる。 

一 一時間値の測定は、いおう酸化物測定器のうち、溶液導電率法に

よる測定器を用いて、大気を連続して一時間吸引して行なうこと。 

二 一時間値の一日平均値の算定は、一日の総有効測定時間（当該総

有効測定時間数が二十時間以上である場合に限る。）の測定値の算術平

均によること。 

三 年間を通じて毎日連続して測定が行なわれなかつた場合（年間の

総有効測定日数が二百五十日以上である場合に限る。）における令第六

条第一項第一号に規定する年間日数は、当該年間日数に年間総有効測

定日数を年間総日数で除して得た数値を乗じて補正した日数とするこ

と。 

四 大気中における量の年間平均値の算定は、ハイボリウムエアサン

プラー又はローボリウムエアサンプラーを用いる場合にあつては原則

として一回当たり大気を連続して二十四時間以上吸引して行なう測定

を月一回以上行なつて得た測定値の、光散乱法による測定器を用いる

場合にあつては総有効測定時間（当該総有効測定時間数が六千時間以

上である場合に限る。）の測定値の算術平均によること。 

２ 法第三条第三項の規定の適用に当たつては、原則として、二測定

点において二年間測定するものとする。 

 

（特別排出基準） 

第七条 別表第四に掲げる区域に係る法第三条第三項の規定によるい

おう酸化物の排出基準は、次の各号に掲げる区域ごとにそれぞれ当該

各号に掲げる値を Kの値として第三条第一項の式により算出したいお

う酸化物の量とする。 

一 別表第四第四号、第五号、第九号、第十一号、第十三号及び第十五

号に掲げる区域 一・一七 

二 別表第四第三号、第八号、第十号、第十四号、第十六号、第十七号、

第十八号及び第二十六号に掲げる区域 一・七五 

三 別表第四第一号、第二号、第六号、第七号、第十二号、第十九号、

第二十号、第二十一号、第二十二号、第二十三号、第二十四号、第二十

五号、第二十七号及び第二十八号に掲げる区域 二・三四 

２ 別表第五に掲げる区域に係る法第三条第三項の規定によるばいじ

んの排出基準は、温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算し

た排出ガス一立方メートルにつき、別表第二の第二欄に掲げる施設の

種類及び同表の第三欄に掲げる規模ごとに同表の第五欄に掲げるばい
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第四条 都道府県は、当該都道府県の区域のうちに、その自然的、社会

的条件から判断して、ばいじん又は有害物質に係る前条第一項又は第

三項の排出基準によつては、人の健康を保護し、又は生活環境を保全

することが十分でないと認められる区域があるときは、その区域にお

けるばい煙発生施設において発生するこれらの物質について、政令で

定めるところにより、条例で、同条第一項の排出基準にかえて適用す

べき同項の排出基準で定める許容限度よりきびしい許容限度を定める

排出基準を定めることができる。 

２ 前項の条例においては、あわせて当該区域の範囲を明らかにしな

ければならない。 

３ 都道府県が第一項の規定により排出基準を定める場合には、当該

都道府県知事は、あらかじめ、環境大臣に通知しなければならない。 

 

 

（排出基準に関する条例） 

第七条 法第四条第一項の規定による条例においては、ばいじんにあ

つては法第三条第二項第二号に規定するばいじんの量につき施設の種

類及び規模ごとに、有害物質にあつては同項第三号に規定する有害物

質の量につきその種類及び施設の種類ごとに許容限度を定めるものと

する。 

２ 大気の汚染に係る環境上の条件についての環境基本法（平成五年

法律第九十一号）第十六条第一項の基準（以下「大気環境基準」とい

う。）が定められているときは、法第四条第一項の規定による条例（農

用地の土壌の汚染防止等に関する法律（昭和四十五年法律第百三十九

号）第三条第一項の規定により指定された対策地域における農用地の

土壌の同法第二条第三項の特定有害物質による汚染を防止するため大

気環境基準を基準とせず定められる条例の規定を除く。）においては、

前項の規定によるほか、大気環境基準が維持されるため必要かつ十分

な程度の許容限度を定めるものとする。 

じんの量とする。 

排出基準に

関する勧告 

第五条 環境大臣は、大気の汚染の防止のため特に必要があると認め

るときは、都道府県に対し、前条第一項の規定により排出基準を定め、

又は同項の規定により定められた排出基準を変更すべきことを勧告す

ることができる。 

  

総量規制基

準 

第五条の二 都道府県知事は、工場又は事業場が集合している地域で、

第三条第一項若しくは第三項又は第四条第一項の排出基準のみによつ

ては環境基本法（平成五年法律第九十一号）第十六条第一項の規定に

よる大気の汚染に係る環境上の条件についての基準（次条第一項第三

号において「大気環境基準」という。）の確保が困難であると認められ

る地域としていおう酸化物その他の政令で定めるばい煙（以下「指定

ばい煙」という。）ごとに政令で定める地域（以下「指定地域」という。）

にあつては、当該指定地域において当該指定ばい煙を排出する工場又

は事業場で環境省令で定める基準に従い都道府県知事が定める規模以

上のもの（以下「特定工場等」という。）において発生する当該指定ば

い煙について、指定ばい煙総量削減計画を作成し、これに基づき、環境

省令で定めるところにより、総量規制基準を定めなければならない。 

２ 都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該指定地域を二

以上の区域に区分し、それらの区域ごとに前項の総量規制基準を定め

ることができる。 

３ 都道府県知事は、新たにばい煙発生施設が設置された特定工場等

（工場又は事業場で、ばい煙発生施設の設置又は構造等の変更により

新たに特定工場等となつたものを含む。）及び新たに設置された特定工

場等について、第一項の指定ばい煙総量削減計画に基づき、環境省令

で定めるところにより、それぞれ同項の総量規制基準に代えて適用す

べき特別の総量規制基準を定めることができる。 

４ 第一項又は前項の総量規制基準は、特定工場等につき当該特定工

場等に設置されているすべてのばい煙発生施設において発生し、排出

口から大気中に排出される当該指定ばい煙の合計量について定める許

（指定ばい煙） 

第七条の二 法第五条の二第一項の政令で定めるばい煙は、硫黄酸化

物及び窒素酸化物とする。 

 

（指定地域） 

第七条の三 法第五条の二第一項の政令で定める地域は、硫黄酸化物

については別表第三の二、窒素酸化物については別表第三の三に掲げ

る区域とする。 

（特定工場等の規模に関する基準） 

第七条の二 硫黄酸化物に係る法第五条の二第一項の環境省令で定め

る基準は、工場又は事業場に設置されているすべての硫黄酸化物に係

るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量を重油の量に

換算したものが一時間当たり〇・一キロリツトル以上一・〇キロリツ

トル以下の範囲内であることとする。 

２ 窒素酸化物に係る法第五条の二第一項の環境省令で定める基準

は、工場又は事業場に設置されているすべての窒素酸化物に係るばい

煙発生施設において使用される原料及び燃料の量をばい煙発生施設の

種類に応じた窒素酸化物の排出特性等を勘案して重油の量に換算した

ものが一時間当たり一キロリットル以上一〇キロリットル以下の範囲

内であることとする。 

３ 前二項の換算は、原料及び燃料の種類ごとに環境大臣が定めると

ころによる。 

 

（総量規制基準） 

第七条の三 硫黄酸化物に係る総量規制基準は、次の各号のいずれか

に掲げる硫黄酸化物の量として定めるものとする。 

一 特定工場等に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発

生施設において使用される原料又は燃料の量の増加に応じて、排出が

許容される硫黄酸化物の量が増加し、かつ、使用される原料又は燃料

の量の増加一単位当たりの排出が許容される硫黄酸化物の量の増加分

がてい減するように算定される硫黄酸化物の量 

二 特定工場等に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発

大気汚染防止法の概要 
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容限度とする。 

５ 都道府県知事は、第一項の政令で定める地域の要件に該当すると

認められる一定の地域があるときは、同項の地域を定める政令の立案

について、環境大臣に対し、その旨の申出をすることができる。 

６ 環境大臣は、第一項の地域を定める政令の制定又は改廃の立案を

しようとするときは、関係都道府県知事の意見を聴かなければならな

い。 

７ 都道府県知事は、第一項又は第三項の総量規制基準を定めるとき

は、公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同

様とする。 

生施設から排出される硫黄酸化物について所定の方法により求められ

る重合した最大地上濃度（以下「最大重合地上濃度」という。）が指定

地域におけるすべての特定工場等について一定の値となるように算定

される硫黄酸化物の量。ただし、三以上の特定工場等が相互に近接し

ており、かつ、これらの特定工場等を一の特定工場等としてとらえる

ことが適当であると認められる場合においては、当該一定の値に代え

て特別の値を用いて算定される硫黄酸化物の量とすることができる。 

２ 硫黄酸化物に係る法第五条の二第一項の総量規制基準は、前項第

一号に掲げる硫黄酸化物の量として定める場合にあつては第一号に掲

げる算式を、同項第二号に掲げる硫黄酸化物の量として定める場合に

あつては第二号に掲げる算式を、それぞれ基本とした算式により定め

るものとする。 

一 Q＝a・Wb 

（この式において、Q、W、a及び bは、それぞれ次の値を表すものと

する。 

Q 排出が許容される硫黄酸化物の量（単位 温度零度、圧力一気圧の

状態に換算した立方メートル毎時） 

W 特定工場等に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発

生施設において使用される原料及び燃料の量（単位 前条第三項に定

めるところによる換算により重油の量に換算したキロリツトル毎時） 

a 削減目標量が達成されるように都道府県知事が定める定数 

b 〇・八〇以上一・〇未満の範囲内で、都道府県知事が当該指定地域

における特定工場等の規模別の分布の状況及び原料又は燃料の使用の

実態等を勘案して定める定数） 

二 Q＝（Cm／Cmo）・Qo 

（この式において、Q、Qo、Cm及び Cmoは、それぞれ次の値を表す

ものとする。 

Q 排出が許容される硫黄酸化物の量（単位 温度零度、圧力一気圧の

状態に換算した立方メートル毎時） 

Qo 特定工場等に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発

生施設から排出される硫黄酸化物の量（単位 温度零度、圧力一気圧

の状態に換算した立方メートル毎時） 

Cm 削減目標量が達成されるように都道府県知事が定める一定の最

大重合地上濃度（単位 体積百万分率）。ただし、前項第二号ただし書

の規定により特別の値を用いて算定する場合にあつては、当該三以上

の特定工場等に係る Cm は、その合計が都道府県知事が定める一定の

最大重合地上濃度の一・五倍を超えその二倍を超えないように定める

ものとする。 

Cmo Qoに係る最大重合地上濃度（単位 体積百万分率）） 

３ 硫黄酸化物に係る法第五条の二第三項の総量規制基準は、硫黄酸

化物に係る同条第一項の総量規制基準を第一項第一号により定める場

合にあつては第一号に掲げる算式を、同項第二号により定める場合に

あつては第二号に掲げる算式を、それぞれ基本とした算式により定め

るものとする。 

一 Q＝a・Wb＋r・a｛（W＋Wi）b－Wb｝ 

大気汚染防止法の概要 
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（この式において、Q、W、Wi、a、b及び rは、それぞれ次の値を表

すものとする。 

Q 排出が許容される硫黄酸化物の量（単位 温度零度、圧力一気圧の

状態に換算した立方メートル毎時） 

W 特定工場等に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発

生施設において使用される原料及び燃料の量（Wiを除く。）（単位 前

条第三項に定めるところによる換算により重油の量に換算したキロリ

ツトル毎時） 

Wi 特定工場等に都道府県知事が定める日後に設置されるすべての硫

黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量

（単位 前条第三項に定めるところによる換算により重油の量に換算

したキロリツトル毎時） 

a 削減目標量が達成されるように都道府県知事が定める定数（前項第

一号の式において用いられる aと同じ値とする。） 

b 〇・八〇以上一・〇未満の範囲内で、都道府県知事が当該指定地域

における特定工場等の規模別の分布の状況及び原料又は燃料の使用の

実態等を勘案して定める定数（前項第一号の式において用いられる b

と同じ値とする。） 

r 〇・三以上〇・七以下の範囲内で、都道府県知事が当該指定地域に

おける特定工場等の設置の状況の推移等を勘案して定める定数） 

二 Q＝r・（Cm／Cmi）・Qi 

ただし、新たに硫黄酸化物に係るばい煙発生施設が設置された特定工

場等（硫黄酸化物に係るばい煙発生施設の設置又は構造等の変更によ

り新たに特定工場等となつたものを含む。）については、次の式による

ものとする。 

Q＝（Cm／（Cmo＋Cmi））（Qo＋Qi） 

（これらの式において、Q、Qi、Qo、Cm、Cmi、Cmo及び rは、それ

ぞれ次の値を表すものとする。 

Q 排出が許容される硫黄酸化物の量（単位 温度零度、圧力一気圧の

状態に換算した立方メートル毎時） 

Qi 特定工場等に都道府県知事が定める日後に設置されるすべての硫

黄酸化物に係るばい煙発生施設から排出される硫黄酸化物の量（単位 

温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時） 

Qo 特定工場等に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発

生施設から排出される硫黄酸化物の量（Qiを除く。）（単位 温度零度、

圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時） 

Cm 削減目標量が達成されるように都道府県知事が定める一定の最

大重合地上濃度（単位 体積百万分率）（前項第二号の式において用い

られる一定の値として定められた Cm と同じ値とする。）。ただし、第

一項第二号ただし書の規定により特別の値を用いて算定する場合にあ

つては、当該三以上の特定工場等に係る Cm は、その合計が都道府県

知事が定める一定の最大重合地上濃度の一・五倍を超えその二倍を超

えないように定めるものとする。 

Cmi Qiに係る最大重合地上濃度（単位 体積百万分率）。ただし、た

だし書の式中の Cmi は、Qi に係る当該特定工場等の最大重合地上濃

大気汚染防止法の概要 
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度の増加分とする。 

Cmo Qoに係る最大重合地上濃度（単位 体積百万分率） 

r 〇・三以上〇・七以下の範囲内で、都道府県知事が当該指定地域に

おける特定工場等の設置の状況の推移等を勘案して定める定数） 

４ 都道府県知事は、第一項の規定により難いときは、環境大臣が別

に定めるところにより、硫黄酸化物に係る総量規制基準を定めること

ができる。 

 

（測定方法） 

第七条の五 硫黄酸化物に係る総量規制基準を適用する場合における

硫黄酸化物の量の測定は、別表第一の備考に掲げる方法により行うも

のとする。 

指定ばい煙

総量削減計

画 

第五条の三 前条第一項の指定ばい煙総量削減計画は、当該指定地域

について、第一号に掲げる総量を第三号に掲げる総量までに削減させ

ることを目途として、第一号に掲げる総量に占める第二号に掲げる総

量の割合、工場又は事業場の規模、工場又は事業場における使用原料

又は燃料の見通し、特定工場等以外の指定ばい煙の発生源における指

定ばい煙の排出状況の推移等を勘案し、政令で定めるところにより、

第四号から第六号までに掲げる事項を定めるものとする。この場合に

おいて、当該指定地域における大気の汚染及び工場又は事業場の分布

の状況により計画の達成上当該指定地域を二以上の区域に区分する必

要があるときは、第一号から第三号までに掲げる総量は、区分される

区域ごとのそれぞれの当該指定ばい煙の総量とする。 

一 当該指定地域における事業活動その他の人の活動に伴つて発生

し、大気中に排出される当該指定ばい煙の総量 

二 当該指定地域におけるすべての特定工場等に設置されているばい

煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される当該指定

ばい煙の総量 

三 当該指定地域における事業活動その他の人の活動に伴つて発生

し、大気中に排出される当該指定ばい煙について、大気環境基準に照

らし環境省令で定めるところにより算定される総量 

四 第二号の総量についての削減目標量（中間目標としての削減目標

量を定める場合にあつては、その削減目標量を含む。） 

五 計画の達成の期間 

六 計画の達成の方途 

２ 都道府県知事は、前条第一項の指定ばい煙総量削減計画を定めよ

うとするときは、環境基本法第四十三条の規定により置かれる審議会

その他の合議制の機関及び関係市町村長の意見を聴かなければならな

い。 

３ 都道府県知事は、前条第一項の指定ばい煙総量削減計画を定めよ

うとするときは、あらかじめ、第一項第四号及び第五号に係る部分に

ついて、環境大臣に協議しなければならない。 

４ 都道府県知事は、前条第一項の指定ばい煙総量削減計画を定めた

ときは、第一項各号に掲げる事項を公表するよう努めなければならな

い。 

（指定ばい煙総量削減計画） 

第七条の四 硫黄酸化物に係る指定ばい煙総量削減計画は、硫黄酸化

物に係る大気環境基準の昭和五十三年三月における確保を目途として

その達成の期間を定めるものとする。 

２ 窒素酸化物に係る指定ばい煙総量削減計画は、窒素酸化物に係る

大気環境基準の昭和六十年三月における確保を目途としてその達成の

期間を定めるものとする。 

３ 指定ばい煙総量削減計画は、その達成の方途として総量規制基準

の設定に関する基本的事項を定めるものとする。 

４ 法第五条の三第一項第四号の中間目標としての削減目標量は、三

以上定めてはならない。 

５ 指定ばい煙総量削減計画は、その作成上必要とされる各時期にお

ける発生源の規模又は種類ごとの指定ばい煙の排出状況、特定工場等

の規模ごとの使用原料又は燃料の見通し、特定工場等におけるばい煙

処理施設の設置の見通し等について適切な考慮が払われたものでなけ

ればならない。 

（総量の算定） 

第七条の六 法第五条の三第一項第三号の総量は、次の各号に掲げる

事項に関する資料を用いて、大気汚染予測手法により指定地域におけ

る指定ばい煙総量削減計画の達成の期間の経過後の当該計画に基づく

削減がない場合の指定ばい煙の濃度を推定し、当該指定地域の当該指

定ばい煙の濃度が大気環境基準を確保する濃度となることを目途とし

て算定するものとする。 

一 風向、風速等の気象条件 

二 指定ばい煙の発生源の位置、排出口の高さ等の状況 

三 指定ばい煙の排出状況 

四 指定地域に影響を及ぼす当該指定地域外における指定ばい煙の発

生源の状況及び排出状況 

五 その他総量の算定に必要な事項 

２ 前項の大気汚染予測手法は、電子計算機その他の機械を利用して

大気の拡散式に基づく理論計算を行うことにより、又は模型その他の

装置を使用した実験を行うことにより、指定ばい煙の排出と当該指定

ばい煙による大気の汚染との関係を科学的かつ合理的に明らかにする

手法であつて、当該手法を用いて推定される大気の汚染と実測された

大気の汚染とを照合して相当程度適合していることが確認されたもの

でなければならない。 

大気汚染防止法の概要 
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５ 都道府県知事は、当該指定地域における大気の汚染の状況の変動

等により必要が生じたときは、前条第一項の指定ばい煙総量削減計画

を変更することができる。 

６ 第二項から第四項までの規定は、前項の規定による計画の変更に

ついて準用する。 

ばい煙発生

施設の設置

の届出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経過措置 

 

 

 

 

 

 

ばい煙発生

施設の構造

等の変更の

届出 

 

 

計画変更命

令等 

 

 

 

 

 

 

 

 

第六条 ばい煙を大気中に排出する者は、ばい煙発生施設を設置しよ

うとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府

県知事に届け出なければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

二 工場又は事業場の名称及び所在地 

三 ばい煙発生施設の種類 

四 ばい煙発生施設の構造 

五 ばい煙発生施設の使用の方法 

六 ばい煙の処理の方法 

２ 前項の規定による届出には、ばい煙発生施設において発生し、排

出口から大気中に排出されるいおう酸化物若しくは特定有害物質の量

（以下「ばい煙量」という。）又はばい煙発生施設において発生し、排

出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじん若しくは有害

物質（特定有害物質を除く。）の量（以下「ばい煙濃度」という。）及び

ばい煙の排出の方法その他の環境省令で定める事項を記載した書類を

添附しなければならない。 

 

第七条 一の施設がばい煙発生施設となつた際現にその施設を設置し

ている者（設置の工事をしている者を含む。）であつてばい煙を大気中

に排出するものは、当該施設がばい煙発生施設となつた日から三十日

以内に、環境省令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事

項を都道府県知事に届け出なければならない。 

２ 前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。 

 

第八条 第六条第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、

その届出に係る第六条第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変

更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を

都道府県知事に届け出なければならない。 

２ 第六条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。 

 

第九条 都道府県知事は、第六条第一項又は前条第一項の規定による

届出があつた場合において、その届出に係るばい煙発生施設に係るば

い煙量又はばい煙濃度がそのばい煙発生施設に係る排出基準（第三条

第一項の排出基準（同条第三項又は第四条第一項の規定により排出基

準が定められた場合にあつては、その排出基準を含む。）をいう。以下

この章において「排出基準」という。）に適合しないと認めるときは、

その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対

し、その届出に係るばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しく

はばい煙の処理の方法に関する計画の変更（前条第一項の規定による

届出に係る計画の廃止を含む。）又は第六条第一項の規定による届出に

 （ばい煙発生施設の設置等の届出） 

第八条 法第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定によ

る届出は、様式第一による届出書によつてしなければならない。 

２ 法第六条第二項（法第七条第二項及び第八条第二項において準用

する場合を含む。）の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 

一 ばい煙の排出の方法 

二 ばい煙発生施設及びばい煙処理施設の設置場所 

三 ばい煙の発生及びばい煙の処理に係る操業の系統の概要 

四 煙道に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所 

五 緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法 

 

（氏名の変更等の届出） 

第十一条 法第十一条（法第十七条の十三第二項、第十八条の十三第

二項及び第十八条の三十六第二項において準用する場合を含む。）の規

定による届出は、法第六条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変

更に係る場合にあつては様式第四、施設の使用の廃止に係る場合にあ

つては様式第五による届出書によつてしなければならない。 

 

（承継の届出） 

第十二条 法第十二条第三項（法第十七条の十三第二項、第十八条の

十三第二項及び第十八条の三十六第二項において準用する場合を含

む。）の規定による届出は、様式第六による届出書によつてしなければ

ならない。 

 

（届出書の提出部数等） 

第十三条 法の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添

えてしなければならない。 

２ 二以上のばい煙発生施設についての法の規定、二以上の揮発性有

機化合物排出施設についての法の規定、二以上の一般粉じん発生施設

についての法の規定又は二以上の水銀排出施設についての法の規定に

よる届出は、当該二以上のばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施

設、一般粉じん発生施設又は水銀排出施設が同一の工場又は事業場に

設置されているものであり、かつ、その種類（令別表第一、令別表第一

の二、令別表第二又は別表第三の三の項ごとの区分をいう。）が同一で

ある場合に限り、その種類ごとに一の届出書によつて届出をすること

ができる。 

～略～ 
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実施の制限 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏名の変更

等の届出 

 

 

 

 

承継 

係るばい煙発生施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができ

る。 

 

第九条の二 都道府県知事は、第六条第一項又は第八条第一項の規定

による届出があつた場合において、その届出に係るばい煙発生施設が

設置される特定工場等（工場又は事業場で、当該ばい煙発生施設の設

置又は構造等の変更により新たに特定工場等となるものを含む。以下

この項において同じ。）について、当該特定工場等に設置されるすべて

のばい煙発生施設に係る当該指定ばい煙の合計量が総量規制基準に適

合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限

り、当該特定工場等の設置者に対し、当該特定工場等における指定ば

い煙の処理の方法の改善、使用燃料の変更その他必要な措置を採るべ

きことを命ずることができる。 

 

第十条 第六条第一項の規定による届出をした者又は第八条第一項の

規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経

過した後でなければ、それぞれ、その届出に係るばい煙発生施設を設

置し、又はその届出に係るばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法

若しくはばい煙の処理の方法の変更をしてはならない。 

２ 都道府県知事は、第六条第一項又は第八条第一項の規定による届

出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期

間を短縮することができる。 

 

第十一条 第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者

は、その届出に係る第六条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項

に変更があつたとき、又はその届出に係るばい煙発生施設の使用を廃

止したときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届

け出なければならない。 

 

第十二条 第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者

からその届出に係るばい煙発生施設を譲り受け、又は借り受けた者は、

当該ばい煙発生施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。 

２ 第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者につい

て相続、合併又は分割（その届出に係るばい煙発生施設を承継させる

ものに限る。）があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは

合併により設立した法人又は分割により当該ばい煙発生施設を承継し

た法人は、当該届出をした者の地位を承継する。 

３ 前二項の規定により第六条第一項又は第七条第一項の規定による

届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から三十日

以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

４ 工場又は事業場に設置されるすべてのばい煙発生施設について、

第一項又は第二項の規定により届出をした者の地位を承継した者は、

第九条の二、第十四条第三項又は第十五条の二第一項若しくは第二項

の規定の適用については、工場又は事業場の設置者の地位を承継する

ものとする。 
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ばい煙の排

出の制限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定ばい煙

の排出の制

限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改善命令等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

季節による

燃料の使用

に関する措

置 

 

 

 

第十三条 ばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出す

る者（以下「ばい煙排出者」という。）は、そのばい煙量又はばい煙濃

度が当該ばい煙発生施設の排出口において排出基準に適合しないばい

煙を排出してはならない。 

２ 前項の規定は、一の施設がばい煙発生施設となつた際現にその施

設を設置している者（設置の工事をしている者を含む。）の当該施設に

おいて発生し、大気中に排出されるばい煙については、当該施設がば

い煙発生施設となつた日から六月間（当該施設が政令で定める施設で

ある場合にあつては、一年間）は、適用しない。ただし、その者に適用

されている地方公共団体の条例の規定で同項の規定に相当するものが

あるとき（当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。）

は、この限りでない。 

 

第十三条の二 特定工場等に設置されているばい煙発生施設において

発生する指定ばい煙に係るばい煙排出者は、当該特定工場等に設置さ

れているすべてのばい煙発生施設の排出口から大気中に排出される当

該指定ばい煙の合計量が総量規制基準に適合しない指定ばい煙を排出

してはならない。 

２ 前項の規定は、第二条第二項の政令の改正、第五条の二第一項の

地域を定める政令の改正又は同項の都道府県知事が定める規模の変更

により新たに特定工場等となつた工場又は事業場に設置されているば

い煙発生施設において発生する指定ばい煙に係るばい煙排出者につい

ては、当該工場又は事業場が特定工場等となつた日から六月間は、適

用しない。 

 

第十四条 都道府県知事は、ばい煙排出者が、そのばい煙量又はばい

煙濃度が排出口において排出基準に適合しないばい煙を継続して排出

するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該

ばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該ばい煙発生施

設に係るばい煙の処理の方法の改善を命じ、又は当該ばい煙発生施設

の使用の一時停止を命ずることができる。 

２ 第十三条第二項の規定は、前項の規定による命令について準用す

る。 

３ 都道府県知事は、総量規制基準に適合しない指定ばい煙が継続し

て排出されるおそれがあると認めるときは、当該指定ばい煙に係る特

定工場等の設置者に対し、期限を定めて、当該特定工場等における指

定ばい煙の処理の方法の改善、使用燃料の変更その他必要な措置を採

るべきことを命ずることができる。 

４ 前項の規定は、第二条第二項の政令の改正、第五条の二第一項の

地域を定める政令の改正又は同項の都道府県知事が定める規模の変更

により新たに特定工場等となつた工場又は事業場については、当該工

場又は事業場が特定工場等となつた日から六月間は、適用しない。 

 

第十五条 都道府県知事は、いおう酸化物に係るばい煙発生施設で季

節により燃料の使用量に著しい変動があるものが密集して設置されて

（法第十三条第二項の政令で定める施設） 

第八条 法第十三条第二項（法第十四条第二項において準用する場合

を含む。）の政令で定める施設は、別表第一の一四の項、一五の項及び

二〇の項から二六の項までに掲げる施設とし、法第十八条の十三第三

項において準用する法第十三条第二項の政令で定める施設は、別表第

二の一の項に掲げる施設とし、法第十八条の三十六第三項において準

用する法第十三条第二項の政令で定める施設は、水銀排出施設（法第

二条第十四項に規定する水銀排出施設をいう。第十二条第九項におい

て同じ。）のうち法第十八条の二十七の排出基準に適合させるために相

当の期間を要する施設として環境省令で定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（法第十五条第一項の政令で定める地域） 

第九条 法第十五条第一項の政令で定める地域は、別表第四に掲げる
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指定地域に

おける燃料

の使用に関

する措置 

いる地域として政令で定める地域に係るいおう酸化物による著しい大

気の汚染が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、当該地域に

おけるいおう酸化物に係るばい煙発生施設において発生するいおう酸

化物を大気中に排出する者が、当該ばい煙発生施設で燃料使用基準に

適合しない燃料の使用をしていると認めるときは、その者に対し、期

間を定めて、燃料使用基準に従うべきことを勧告することができる。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に

従わなかつたときは、期間を定めて、当該燃料使用基準に従うべきこ

とを命ずることができる。 

３ 第一項の燃料使用基準は、環境省令で定める燃料の種類について、

環境大臣が定める基準に従い、同項の政令で定める地域ごとに都道府

県知事が定める。 

４ 環境大臣は、第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとする

ときは、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。 

５ 都道府県知事は、第三項の規定により燃料使用基準を定めるとき

は、公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同

様とする。 

 

第十五条の二 都道府県知事は、いおう酸化物に係る指定地域におい

て、特定工場等以外の工場又は事業場における燃料の使用が燃料使用

基準に適合しないと認めるときは、当該工場又は事業場の設置者に対

し、期限を定めて、燃料使用基準に従うべきことを勧告することがで

きる。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に

従わなかつたときは、期限を定めて、当該燃料使用基準に従うべきこ

とを命ずることができる。 

３ 第一項の燃料使用基準は、いおう酸化物に係るばい煙発生施設が

設置されている特定工場等以外の工場又は事業場について定める基準

とし、環境省令で定める燃料の種類について、指定ばい煙の総量の削

減に関し環境大臣が定める基準に従い、いおう酸化物に係る指定地域

ごとに都道府県知事が定める。 

４ 都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該指定地域を二

以上の区域に区分し、それらの区域ごとに第一項の燃料使用基準を定

めることができる。 

５ 前条第五項の規定は、第一項の燃料使用基準について準用する。 

区域とする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

（燃料の種類） 

第十四条 法第十五条第三項及び第十五条の二第三項の環境省令で定

める燃料の種類は、重油その他の石油系の燃料とする。 

 

 

 

 

 

ばい煙量等

の測定 

第十六条 ばい煙排出者は、環境省令で定めるところにより、当該ば

い煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を記

録し、これを保存しなければならない。 

 （ばい煙量等の測定） 

第十五条 法第十六条の規定によるばい煙量又はばい煙濃度の測定

は、法第三条第一項若しくは第三項の排出基準又は法第五条の二第一

項若しくは第三項の総量規制基準が定められたばい煙を対象とし、次

の各号に定めるところにより行うものとする。 

一 硫黄酸化物に係るばい煙量の測定は、ばい煙発生施設において発

生し、排出口から大気中に排出されるばい煙量が、温度が零度であつ

て、圧力が一気圧の状態に換算して毎時十立方メートル以上のばい煙

発生施設について、別表第一の備考に掲げる硫黄酸化物に係るばい煙

量の測定法により、二月を超えない作業期間ごとに一回以上（ばい煙
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発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるばい煙量が、

環境大臣が定める量以上のばい煙発生施設（特定工場等に設置されて

いるものに限る。）に係る測定については、常時）行うこと。 

二 ばいじんに係るばい煙濃度の測定は、別表第二の備考に掲げる測

定法により、イからハまでに掲げるばい煙発生施設ごとにそれぞれイ

からハまでに掲げる頻度で行うこと。 

イ 別表第二の一の項、五六の項及び五八の項に掲げるばい煙発生施

設並びに同表の七の項に掲げるガス発生炉のうち、水蒸気改質方式の

改質器であつて、温度零度及び圧力一気圧の下における水素の製造能

力が毎時一、〇〇〇立方メートル未満の施設（気体状の燃料及び原料

のみを使用するものに限る。）及び燃料電池用改質器 五年に一回以上 

ロ ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される

排出ガス量が毎時四万立方メートル未満のばい煙発生施設（イに掲げ

るばい煙発生施設及び別表第二の三六の項に掲げる廃棄物焼却炉を除

く。）及び同項に掲げる廃棄物焼却炉のうち焼却能力が一時間当たり

四、〇〇〇キログラム未満のもの 年二回以上（一年間につき継続し

て休止する期間（前年から引き続き休止し、かつ、その期間のうち前年

に属する期間が六月未満である場合は、当該前年に属する期間を含

む。）が六月以上のばい煙発生施設に係る測定については、年一回以上） 

ハ イ又はロに掲げるばい煙発生施設以外のばい煙発生施設 二月を

超えない作業期間ごとに一回以上 

三 令第一条第一号から第四号までに掲げる有害物質に係るばい煙濃

度の測定は、別表第三の備考に掲げる測定法により、二月を超えない

作業期間ごとに一回以上（ばい煙発生施設において発生し、排出口か

ら大気中に排出される排出ガス量が毎時四万立方メートル未満のばい

煙発生施設に係る測定については、年二回以上（一年間につき継続し

て休止する期間（前年から引き続き休止し、かつ、その期間のうち前年

に属する期間が六月未満である場合は、当該前年に属する期間を含

む。）が六月以上のばい煙発生施設に係る測定については、年一回以

上））行うこと。 

四 窒素酸化物に係るばい煙濃度の測定は、別表第三の二の備考に掲

げる測定法（ニに掲げるばい煙発生施設に係る測定については、当該

測定法又は環境大臣が定める測定法）により、イからニまでに掲げる

ばい煙発生施設ごとにそれぞれイからニまでに掲げる頻度で行うこ

と。ただし、特定工場等に設置されているばい煙発生施設に係る測定

については、当該特定工場等における排出ガス系統が排出口において

集中されている場合等であつて環境大臣が定める場合にあつては、環

境大臣が定めるところにより行うことができる。 

イ 別表第三の二の四の項に掲げる施設のうち、水蒸気改質方式の改

質器であつて、温度零度及び圧力一気圧の下における水素の製造能力

が毎時一、〇〇〇立方メートル未満の施設（気体状の燃料及び原料の

みを使用するものに限る。）及び燃料電池用改質器 五年に一回以上 

ロ ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される

排出ガス量が毎時四万立方メートル未満のばい煙発生施設（イに掲げ

るばい煙発生施設を除く。） 年二回以上（一年間につき継続して休止
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する期間（前年から引き続き休止し、かつ、その期間のうち前年に属す

る期間が六月未満である場合は、当該前年に属する期間を含む。）が六

月以上のばい煙発生施設に係る測定については、年一回以上） 

ハ イ、ロ又はニに掲げるばい煙発生施設以外のばい煙発生施設 二

月を超えない作業期間ごとに一回以上 

ニ ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される

排出ガス量が毎時四万立方メートル以上のばい煙発生施設（特定工場

等に設置されているものに限り、イに掲げるばい煙発生施設を除く。） 

常時 

２ 法第十六条の規定によるばい煙量又はばい煙濃度の測定結果の記

録は、次の各号に定めるところにより行うものとする。 

一 前項各号の測定（第一号及び第四号の常時の測定を除く。）の結果

は、様式第七によるばい煙量等測定記録表により記録し、その記録を

三年間保存すること。ただし、計量法（平成四年法律第五十一号）第百

七条の登録を受けた者から当該測定に係る測定者の氏名、測定年月日、

測定箇所、測定方法及びばい煙濃度の測定結果について証明する旨を

記載した同法第百十条の二の証明書の交付を受けた場合には、当該証

明書の記載をもつて、様式第七によるばい煙量等測定記録表の記録に

代えることができる。 

二 前項第一号及び第四号の常時の測定の結果は、測定年月日、測定

箇所、測定方法及びばい煙発生施設の使用状況を明らかにして記録し、

その記録を三年間保存すること。 

事故時の措

置 

第十七条 ばい煙発生施設を設置している者又は物の合成、分解その

他の化学的処理に伴い発生する物質のうち人の健康若しくは生活環境

に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの（以下

「特定物質」という。）を発生する施設（ばい煙発生施設を除く。以下

「特定施設」という。）を工場若しくは事業場に設置している者は、ば

い煙発生施設又は特定施設について故障、破損その他の事故が発生し、

ばい煙又は特定物質が大気中に多量に排出されたときは、直ちに、そ

の事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧す

るように努めなければならない。 

２ 前項の場合においては、同項に規定する者は、直ちに、その事故の

状況を都道府県知事に通報しなければならない。ただし、石油コンビ

ナート等災害防止法（昭和五十年法律第八十四号）第二十三条第一項

の規定による通報をした場合は、この限りでない。 

３ 都道府県知事は、第一項に規定する事故が発生した場合において、

当該事故に係る工場又は事業場の周辺の区域における人の健康が損な

われ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、その事故に係る

同項に規定する者に対し、その事故の拡大又は再発の防止のため必要

な措置をとるべきことを命ずることができる。 

（特定物質） 

第十条 法第十七条第一項の政令で定める物質は、次に掲げる物質と

する。 

一 アンモニア 

二 弗ふつ化水素 

三 シアン化水素 

四 一酸化炭素 

五 ホルムアルデヒド 

六 メタノール 

七 硫化水素 

八 燐りん化水素 

九 塩化水素 

十 二酸化窒素 

十一 アクロレイン 

十二 二酸化硫黄 

十三 塩素 

十四 二硫化炭素 

十五 ベンゼン 

十六 ピリジン 

十七 フエノール 

十八 硫酸（三酸化硫黄を含む。） 

十九 弗ふつ化珪けい素 

二十 ホスゲン 
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二十一 二酸化セレン 

二十二 クロルスルホン酸 

二十三 黄燐りん  

二十四 三塩化燐りん  

二十五 臭素 

二十六 ニッケルカルボニル 

二十七 五塩化燐りん  

二十八 メルカプタン 

事業者の責

務 

第十七条の二 事業者は、この章に規定するばい煙の排出の規制等に

関する措置のほか、その事業活動に伴うばい煙の大気中への排出の状

況を把握するとともに、当該排出を抑制するために必要な措置を講ず

るようにしなければならない。 

  

適用除外等 第二十七条 電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）第二条第一

項第十八号に規定する電気工作物、ガス事業法（昭和二十九年法律第

五十一号）第二条第十三項に規定するガス工作物又は鉱山保安法（昭

和二十四年法律第七十号）第十三条第一項の経済産業省令で定める施

設であるばい煙発生施設、特定施設、揮発性有機化合物排出施設、一般

粉じん発生施設、特定粉じん発生施設又は水銀排出施設（以下「ばい煙

発生施設等」という。）において発生し、又は飛散するばい煙、特定物

質、揮発性有機化合物、一般粉じん、特定粉じん又は水銀等（以下「ば

い煙等」という。）を排出し、又は飛散させる者については、第六条か

ら第十条まで（同条第二項にあつては、第十七条の十三第一項、第十八

条の十三第一項及び第十八条の三十六第一項において準用する場合を

含む。）、第十一条及び第十二条（これらの規定を第十七条の十三第二

項、第十八条の十三第二項及び第十八条の三十六第二項において準用

する場合を含む。）、第十七条第二項及び第三項、第十七条の五から第

十七条の九まで、第十八条、第十八条の二、第十八条の六から第十八条

の九まで並びに第十八条の二十八から第十八条の三十二までの規定を

適用せず、電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の相当規定の定め

るところによる。 

２ 前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長（以

下この条において単に「行政機関の長」という。）は、第六条、第八条、

第十一条若しくは第十二条第三項（これらの規定を第十七条の十三第

二項、第十八条の十三第二項及び第十八条の三十六第二項において準

用する場合を含む。）、第十七条の五、第十七条の七、第十八条、第十八

条の六、第十八条の二十八又は第十八条の三十の規定に相当する電気

事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の規定による前項に規定するばい

煙発生施設等に係る許可若しくは認可の申請又は届出があつたとき

は、その許可若しくは認可の申請又は届出に係る事項のうちこれらの

規定による届出事項に該当する事項を当該ばい煙発生施設等の所在地

を管轄する都道府県知事に通知するものとする。 

３ 都道府県知事は、第一項に規定するばい煙発生施設等において発

生し、又は飛散するばい煙等に起因する大気の汚染により人の健康又

は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあると認めるときは、行政機

関の長に対し、第九条、第九条の二、第十七条の八、第十八条の八又は
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第十八条の三十一の規定に相当する電気事業法、ガス事業法又は鉱山

保安法の規定による措置を執るべきことを要請することができる。 

４ 行政機関の長は、前項の規定による要請があつた場合において講

じた措置を当該都道府県知事に通知するものとする。 

５ 都道府県知事は、第一項に規定するばい煙発生施設等について、

第十四条第一項若しくは第三項、第十七条の十一、第十八条の四若し

くは第十八条の十一の規定による命令又は第十八条の三十四第一項の

規定による勧告若しくは同条第二項の規定による命令をしようとする

ときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。 

罰則 第三十三条 第九条、第九条の二、第十四条第一項若しくは第三項、第

十七条の八、第十七条の十一、第十八条の八、第十八条の十一、第十八

条の三十一又は第十八条の三十四第二項の規定による命令に違反した

場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下

の罰金に処する。 

 

第三十三条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反

行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第十三条第一項又は第十三条の二第一項の規定に違反したとき。 

二 第十七条第三項、第十八条の四、第十八条の十八、第十八条の二十

一又は第二十三条第二項の規定による命令に違反したとき。 

２ 過失により、前項第一号の罪を犯した場合には、当該違反行為を

した者は、三月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。 

 

第三十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為

をした者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 

一 第六条第一項、第八条第一項、第十七条の五第一項、第十七条の七

第一項、第十八条の六第一項若しくは第三項、第十八条の十七第一項、

第十八条の二十八第一項又は第十八条の三十第一項の規定による届出

をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 

二 第十五条第二項又は第十五条の二第二項の規定による命令に違反

したとき。 

三 第十八条の十九の規定に違反したとき。 

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為

をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第七条第一項、第十七条の六第一項、第十八条第一項若しくは第

三項、第十八条の二第一項、第十八条の七第一項又は第十八条の二十

九第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 

二 第十条第一項、第十七条の九、第十八条の九又は第十八条の三十

二の規定に違反したとき。 

三 第十六条又は第十八条の三十五の規定に違反して、記録をせず、

虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつたとき。 

四 第十八条の十五第六項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告

をしたとき。 

五 第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告

をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したと
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き。 

 

第三十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その

他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十三条から前条ま

での違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に

対して各本条の罰金刑を科する。 

 

第三十七条 第十一条若しくは第十二条第三項（これらの規定を第十

七条の十三第二項、第十八条の十三第二項及び第十八条の三十六第二

項において準用する場合を含む。）又は第十八条の十七第二項の規定に

よる届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処

する。 
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